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令和６年第４回 北海道議会定例会〔予算特別委員会・建設部所管〕開催状況 

 開催年月日 令和６年１２月５日（木） 

 質  問 者 日本共産党  丸山 はるみ 委員 

 担 当 部 課 建設部住宅局住宅課・建築指導課 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

二 住宅政策について  

（一）道営住宅の利便性をふまえた家賃等の見直しにつ

いて 

１ 道営住宅の家賃の見直しの経緯と目的について 

道営住宅は住宅に困窮する人に対して、低廉な家賃で住

宅を供給することを目的としています。今回、道営住宅の

家賃を見直すことになった経緯と目的を伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

家賃の見直しについてでありますが、道営住宅では、建

物の立地や設備水準などによって入居の申込が偏ってお

り、長期的な空き家が課題となっておりますことから、入

居需要を踏まえた適切な管理を行うため、昨年、住宅対策

審議会へ諮問し、答申を受けたところでございます。 

答申では、入居者負担の公平性の観点から、エレベータ

ーや給湯、暖房などの設備による便益を踏まえた適切な料

金とすることが適当であること、また、大都市では公共交

通機関による交通アクセスの良し悪しによる違いについ

ても家賃に反映させることが望ましいとされたところで

あり、道としましては、答申を踏まえ、設備や立地による

団地の利便性を再評価した家賃の見直しを行うところで

ございます。 

 

２ 申込の偏りと長期的な空き家について 

まずですね、道営住宅の全戸数、それから入居戸数、空

き戸数、入居戸数のうち 60 歳以上の高齢者世帯の割合を

お答えください。 

また、入居を募集しているが空き家となっている住戸の

割合について、10 年前と現在を比較してお示しください。 

併せて、応募倍率の高い事例をお示しください。 

 

 

 

 

 

 

100 倍を超えているということで、応募の偏りだと言う

ふうにおっしゃているんだと思います。 

60 歳以上の高齢世帯が 55%以上となっていて、入居待ち

の空き住戸が 9.7％、一割に届くかということで、中々大

変だなと思うんですけれど。 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

道営住宅の入居状況などについてでありますが、道営住

宅は、昨年度末時点で 21,826 戸管理しており、入居戸数

は 18,028 戸で、空き住戸は 3,798 戸であり、入居世帯の

うち60歳以上の高齢者世帯の割合は約55％となっている

ところでございます。 

空き家の割合につきましては、政策空家を除き、昨年度

末では約 9.7％、10 年前の平成 26 年度末では約 2.6％で

あり、7.1 ポイント増加しているところでございます。 

また、応募倍率の高い事例につきましては、札幌市内の

豊平公園団地や光星第二団地など交通アクセスが良く、立

地の利便性が高い団地では、100 倍を超えているところで

ございます。 

３ 引き上げの理由とする設備利便・立地利便等につい

て 

家賃引き上げの理由とされた道営住宅の設備には、エレ

ベーター、オイルサーバー、共用部のＬＥＤが挙げられて

いますが、これらは昨今ですね、民間の集合住宅では設置

されていることが一般的な設備だというふうに考えてい

ます。引き上げの理由になるのかということですね。 

現行の家賃算定方法についてですが、すでに広さや設

備、築年数を考慮して決められているはずです。 

また、立地利便についても考慮の上、今のお支払いいた

だいている家賃が決められていると考えますけれども、そ

の点いかがですか。 

今、答弁で住宅の規模、経過年数のほか、設備や立地の利

便性について考えて算定していると答弁ありました。 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

道営住宅の家賃についてでありますが、家賃の算定方法

は、入居者の収入、立地市町村や住宅の規模、経過年数の

ほか、住宅の設備や立地の利便性について、国が定める基

準の範囲で地方自治体が定め、算定しているところであ

り、このたびの見直しは、住宅対策審議会の答申を踏まえ

まして、住宅の設備や立地による利便性を再評価するもの

でございます。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

４ 見直しの影響への認識について 

次の質問ですが、今般の見直しにより引き上げとなる世

帯数と、それから入居戸数に占める割合をお示しくださ

い。 

それで、引き上げられる金額の最高額と平均額の見込み

も併せてお示しください。 

 

 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

 家賃の見直しについてでありますが、家賃の減免制度に

よる減額を考慮せずに、令和 6 年 10 月時点で入居してい

る約 18,000 世帯で試算いたしましたところ、約 48％の世

帯で家賃が減額となる一方で、約 42％の約 7,600 世帯で

増額となるところでございます。 

また、増額となる金額が月額千円以下である世帯は約

77％、千円を超え 5 千円以下は約 22％、5 千円を超える世

帯は約 1％であり、最高額は入居収入基準を超える世帯の

13,100 円、増額の平均額は約 800 円となっているところ

でございます。 

 

 

５ 入居者の生活への影響について 

その増額の平均額 800 円をどういふうに評価するか、と

いうことなんですけれど、物価高が続いています。一方で

道民の収入は増えてはいません。 

 利便の良い住戸の家賃は現状を維持し、利便の良くな

い、良くないと言うのは語弊があるかもしれませんが、住

戸の家賃については、さらに引き下げをするという方法も

あったはずだと思うんですね。 

家賃を引き上げられる世帯の住民は生活が厳しくなる

と考えますけれど、認識を示してください。 

 

５－（再） 

丁寧な説明は当然ですけれど、家賃引き上げによるその

生活の厳しさというのは解消されませんということを指

摘してですね、道営住宅に入居している住民への説明のス

ケジュールをお示しいただけますか。 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

家賃の見直しによる影響についてでありますが、このた

びの見直しにより、家賃が増額となる方々に対し、道とし

ては、見直しの趣旨を丁寧に説明し、ご理解をいただくと

ともに、収入が著しく低い世帯に対しましては、家賃の減

免制度を積極的に周知するなど、入居者の方々の事情に応

じたきめ細やかな対応が重要と考えているところでござ

います。 

 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

入居者説明についてでありますが、年内を目途に、全て

の入居者に対して、見直しの概要等について文書でお知ら

せをしますとともに、各振興局に相談窓口を設置するほ

か、家賃の増額が大きい団地の入居者の方々には、来年２

月までに、順次、説明会を実施することとしているところ

でございます。 

 

６ 道営住宅のサービス向上について 

道営住宅の入居者の半数 55％が 60 歳以上となる中、除

草とか除雪はですね、住民が行うこととなっていまして、

年々その負担が重くなってきています。見なおしを求める

声は上がっています。 

今回家賃は上がる事例があるんですけど、こうしたサー

ビス向上の見なおしは行わないのでしょうか、お答えくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

 入居者の負担についてでありますが、道営住宅では共用

部の草刈りや除雪などにつきましては、北海道営住宅条例

に基づきまして、入居者がその費用を負担しております

が、空き家の増加や入居者の高齢化により、草刈りや除雪

といった自治会活動への影響が懸念されているところで

ございます。 

このため道では、住宅対策審議会の答申を踏まえまし

て、家賃等の見直しや道営住宅ストックの柔軟な活用によ

る空き家の解消のほか、子育て世帯の入居促進に取り組む

など、自治会活動を含めた団地のコミュニティの活性化に

努めてまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

７ 家賃、駐車料金の引き上げについて 

やっぱり空き家の解消が大きな課題だなと思いますが、

応募の偏りについてですね、居住者は収入申告を毎年し

て、設備だとか立地についても勘案されて、その都度収入

と住戸の条件に見合った家賃を払っているわけですよ。 

駐車料金の見直しもするということで、個別の団地ごと

に算出するということについては評価しますけれど、こち

らも引き上げとなることについては容認しがたい。 

今回の家賃の見なおしで、ごく一部に殺到するその応募

の偏りですね、入居申込の状況というのは解消されるほど

の引き上げにできるのか。 

するのかということについて、どのようにお考えです

か。 

 

７－（再） 

入居申込のその偏りや長期的な空き家を課題として見

なおしされるわけですが、この課題を解消するほどの家賃

や駐車料金の引き上げというのは、道営住宅の目的から実

施できるはずないというふうに私考えてます。 

とすればですね、引き上げされた入居者の生活を厳しく

するという効果しか得られないのではないかというふう

に思いますが。重ねて引き上げるべきではないというふう

に思うんですけれどもいかがですか。 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

家賃等の見直しについてでありますが、道としては、こ

のたびの見直しにあたっては、学識経験者や行政の長、入

居者といった様々な立場の方にご審議いただいた住宅対

策審議会からの答申を踏まえまして、これまで慎重に検討

してきたところであり、道営住宅ストックの柔軟な活用の

ほか、このたびの家賃の見直しは、入居者負担の公平性の

確保や入居の促進、さらには空き家の解消による良好な住

環境の維持や、自治会活動など、団地コミュニティの保全

といった効果が期待できると考えているところでござい

ます。 

 

 

 

○住宅管理担当課長 佐々木 永典 

家賃の見直しについてでありますが、このたびの団地の

利便性を反映した家賃の見直しは、入居者負担の公平性の

確保や入居の促進に一定の効果が期待できると考えてい

るところでございます。 

道といたしましては、空き家の解消に向けては、家賃の

見直しのほか、道営住宅の柔軟なストック活用や居住性の

向上を図る改善工事を推進するなど、入居需要を踏まえた

道営住宅の適切な管理に努めてまいります。 

 

入居者への影響は小さくないと思います。このことにつ

いて、知事に直接お伺いしたいと思いますので、委員長お

取り計らいをお願いいたします。 

 

 

（二）「地域課題に対応した道営住宅ストックの柔軟な活

用」について 

１ 「地域課題に対応した道営住宅ストックの柔軟な活

用」事業の目的について 

次の質問です。「地域課題に対応した道営住宅ストック

の柔軟な活用」について、道内 52の市町において約21,800

戸の道営住宅を管理しています。今般、この事業について

ですね、道内の約 850 戸を対象としていると承知していま

すが、事業の目的について伺います。 

 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

道営住宅ストックの柔軟な活用についてでありますが、

道営住宅では、近年、空き住戸が増加傾向にあり、長期間

にわたる空き住戸などの既存ストックの有効活用が課題

となっていることから、入居需要を踏まえた管理のあり方

について昨年、住宅対策審議会に諮問し、地域の実情に応

じた柔軟な活用方法について積極的に検討していくこと

が必要であると答申を受けたところでございます。 

道といたしましては、この答申を踏まえ、住宅に困窮す

る本来の対象者の入居を阻害しない範囲でそれ以外の者

に使用させることができるいわゆる「目的外使用」による

地域課題に対応した空き住戸の活用に係る提案について、

市町村や民間事業者等に対して幅広く募集することとし

たところでございます。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

２ 目的外入居等の現状について 

現在でも北海道では空き住戸の目的外使用を進めてい

ますが、現在の利用状況について伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

目的外使用の利用状況についてでありますが、現在、道

営住宅では、能登半島地震により被災された方々、ウクラ

イナから避難された方々を受け入れるための住宅や、地域

課題に対応する活用について目的外使用を認めており、令

和６年１１月末時点で１７戸使用されているところでご

ざいます。 

このうち、地域課題に対応するものとしては、札幌市に

おいて、入居者交流会や花壇の清掃などの自治会活動への

参加を要件とし、大学生が入居する住宅として、４戸使用

されているほか、室蘭市においては、外国人留学生を対象

とした宿舎として、７戸使用されているところでございま

す。 

 

３ 道営住宅住民への周知について 

現在道営住宅にお住まいの住民への周知や、事業の説明

や住民からの意見聴取についてはどのように実施するの

か伺います。 

 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

入居者への周知についてでありますが、今回の提案募集

の対象としている団地の自治会には、共益費の負担や自治

会への加入などを要件に活用の提案を募集することにつ

いて、事前に周知を行っているところでございます。 

また、当該団地において、事業者等からの応募があった

場合には、団地自治会からの意見を伺った上で事業者等を

選定するとともに、事業者等が決定した場合には、提案内

容等について、団地自治会を通じて入居者に周知を図るこ

ととしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 修繕・改修、退去の際の負担について 

事業の対象となる団体が使用する物件の修繕や許可を

受けた上での改修費用を負担することになっています。し

かし、使用許可期間は最大 1 年、年度をまたがないことと

しておりまして、利用する側としては使いにくいんじゃな

いかと思います。道営住宅内での使用者の事業が継続して

おり、入居する道営住宅の建て替え等がないうちは、基本

的に事業継続できると使用できると考えていいのでしょ

うか。また、退去時には、現状回復求められていますけれ

ど、修繕した場合などの退去時の原状回復はどの程度なの

か求められているのか伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

継続使用等についてでありますが、目的外使用の期間

は、最大１年間としているところでありますが、入居需要

等に応じて継続使用することを可能としているところで

ございます。 

また、退去時には、原則、原状回復のうえ、道に返還し

ていただくこととしておりますが、建替や用途廃止を予定

している団地については原状回復を不要としているほか、

それ以外につきましても、原状回復の内容は、目的外使用

を行う事業者等と協議することとしております。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

５ 使用料、使用条件等について 

是非柔軟で丁寧な対応をお願いします。使用料について

は、条例に基づき算定する家賃の収入分位４の額とされて

おりまして、特別な事情のない一般階層のうち所得が多い

住民に適用される最高額の家賃となります。空き住戸の利

用促進を図るならば使用料金は可能な限り低額にするべ

きと考えますが、いかがでしょうか。 

そして、応募が少ない場合の対策などは考えています

か。 

 

 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

使用料等についてでありますが、目的外使用を行う事業

者等と道営住宅の入居者との公平性確保の観点から、募集

要項において原則、本来階層で最も高い収入基準である 

「収入分位４」の家賃相当分を使用料として設定しており

ますが、提案内容により、その必要性や公平性などを踏ま

え、別途検討することとしているところでございます。 

また、空き住戸の活用に係る提案募集にあたっては、道

のホームページやＳＮＳなどの広報媒体により広く周知

しているほか、庁内関係課と連携し、福祉や農林水産業な

どの関係団体へ情報提供を図るなど、多くの事業者等に応

募いただけるよう取り組んでいるところでございます。 

 

６ これまでの設備の改善状況について 

この事業には期待するところもあるのですけれども、対

象となっている道営住宅を見ますと、利便が良いと言えな

い所も結構あるということで懸念をしています。 

現在入居している方の高齢化が進む中でですね、特に希

望の多いエレベーターとオイルサーバーの設置、この事業

の対象となる道営住宅の大半で設置されていないのでは

ないかと見受けました。設備水準を向上させる改善工事の

実施に努めているとしていますけれど、道営住宅における

エレベーターとオイルサーバーの設置状況とともに、直近

3 年の改善状況を伺います。 

 

 

○住宅課長 清水 浩史 

設備の設置状況等についてでありますが、令和５年度末

時点で管理している道営住宅９６６棟２万１，８２６戸の

うち、空き住棟を除く３階建て以上の住宅は７８９棟２万

５７５戸あり、このうちエレベーターが設置されているも

のは２３３棟８，８４９戸、設置率は４３％で、建替や改

善事業の実施により、３年前の設置率４１．４％に比べ、 

１．６ポイント増加したところでございます。 

また、オイルサーバーについては、暖房に灯油を使用し

ている住宅８７８棟１万８，０９３戸のうち、４８９棟１

万１，９３２戸に設置されており、設置率は６５．９％で、 

３年前の設置率６２．８％に比べ、３．１ポイント増加し

たところでございます。 

 

７ 空き住戸解消のための設備改修について  

特にですね、収入の少ない高齢の単身者にとっては、公

営住宅というのは魅力的なのですけれど、高層階において

もエレベーターやオイルサーバーといった設備がなけれ

ばなかなか応募しづらい状況があります。こうした設備に

加え、手すり設置などバリアフリー化を進めることで空き

住戸の解消につなげるべきと考えますが、いかがでしょう

か。 

 

 

○住宅局長 飯沼 善範 

設備の改善についてでありますが、道では、道営住宅整

備活用方針に基づき、長期間維持管理する住宅について、 

耐久性や居住性、安全性の向上を図るため、必要な改善を

計画的に実施することとしており、これまで、外壁や屋上

防水の改修などの長寿命化に合わせ、オイルサーバーの設

置などの居住性向上を図る設備改善のほか、エレベーター

や手すりの設置といったバリアフリー化改善にも取り組

んできたところであり、引き続き、こうした取組を着実に

進め、誰もが安全で安心して暮らせる住まいづくりに努め

てまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

７－（再） 

こうした設備改善がスピードアップして欲しいという

のが入居者の願いだということをお伝えしてですね、それ

から、築年数が古くてそうした設備もない道営住宅の住民

からですね、ここの道営住宅は建て替えの計画があるのだ

と、しかし、いつなのかと繰り返し問い合わせがあるので

すね。道営住宅整備活用計画を見て説明するのですけれど

も不安は解消されないのです。計画の構成や表現の方法を

工夫して、特に建て替え予定のある道営住宅に住む住民が

将来の見通しを立てられるような、そういった内容にして

欲しいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

 

○住宅局長 飯沼 善範 

設備の改善などについてでありますが、道では、建替や

改善工事の実施にあたっては、建設年度や劣化の程度、設

備の設置状況のほか、入居者の状況などを踏まえ全道的な

見地から総合的に判断し実施しているところであり、引き

続き、限られた予算の中で、必要な改善を計画的に実施し

てまいります。 

また、事業が具体化された段階で入居者の方々に工事の

内容や日程などを説明することとしており、今後とも円滑

な事業の推進に向け、入居者の方々にできるだけ早く計画

をお知らせするとともに、必要な予算の確保に努めてまい

ります。 

（三） 高齢世帯の住環境について 

１ 高齢世帯・高齢単身世帯の現在の状況と今後の見込

みについて 

次に、高齢世帯、高齢単身世帯の住環境についてですが、

11 月 12 日、社人研が都道府県別の世帯数の将来推計を公

表しまして、高齢世帯のうち特に単身高齢世帯の増加が見

込まれると。北海道の現状と今後の見込みをお示しくださ

い。 

 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

 高齢世帯についてでありますが、2020 年国勢調査では、

道内の総世帯数２４７万世帯に対し、高齢者夫婦のみの世

帯は３６万３千世帯、高齢者の単独世帯は３６万１千世帯

であります。 

  国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2030 年

には、総世帯数２４３万世帯に対し、高齢者夫婦のみの世

帯は３３万２千世帯、高齢者の単独世帯は４２万４千世帯

となる見込みであり、総世帯に占める高齢者単独世帯の割

合は 14.6％から 17.4％へ増加する見込みでございます。 

 

２ 高齢者の住宅探しにおける課題について 

 今後、高齢者単独世帯が増えるということで、高齢者が

長年住んでいたアパートから退去を求められたり、経済状

況が変わるなどして転居先を探すことになると、年齢だけ

で入居を断られると、収入が低いとさらに大変なんです

ね。そうした状況を北海道はどのように認識しているか。

また、貸主としてはどのようなことに懸念を感じていると

把握しているか、お示しください。 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

高齢者の入居における課題についてでありますが、国の

アンケート調査では、孤独死や死亡後の残置物処理等の入

居後の課題への不安があり、単身高齢者などの要配慮者に

対して大家の拒否感が大きいとされており、また、道が不

動産団体と行った意見交換では、孤独死、残置物処理の対

応に加え、入居中に認知症や健康問題で介護が必要になっ

た場合の対応など貸主側のリスクに対する不安を挙げる

意見があったところでございます。 

  一方、入居者側の課題といたしましては、居住支援法人

に対して、道が実施したアンケート調査では、対象者の特

性に考慮した物件や、地方部での確保が困難などといった

状況が見られるなど、高齢者の入居にあたっては、様々な

課題があると考えてところでございます。 

 

３ 北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画につ

いて 

 北海道では、住宅の確保に配慮を要するものへの賃貸住

宅の供給促進を目的に「北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅

供給促進計画」というのがありますが、この要配慮者の対

象をお示しください。道内の居住支援協議会の数、居住支

援法人のある自治体数と、全道人口に占めるカバー率、そ

してセーフティネット住宅の登録戸数をお示しいただき、

併せて、実際に居住されている戸数についてもお示しくだ

さい。 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

 居住支援の状況についてでありますが、道では、「住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律」いわゆる「住宅セーフティネット法」に基づき策定い

たしました住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画にお

いて、住宅確保要配慮者を、高齢者、障がい者、子育て世

帯、外国人や生活困窮者などを対象としております。 

  道内の居住支援協議会は、札幌市、旭川市、函館市、本

別町の４つの市町で設立されており、全道に占める人口カ

バー率は 49％、居住支援法人の業務区域は、札幌市、旭川

市など２５市町でカバー率は 71%となっております。 

 また、令和６年１１月末時点のセーフティネット住宅の

登録戸数は１７，４０３戸であり、住宅確保要配慮者以外

の世帯が入居中の住宅を含め、１６，３６２戸が入居中と

なっているところでございます。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

３－再質  

 改正セーフティネット法の施行が来年となっています。

居住支援協議会というのは、現在４つの市町にあるのみと

のことですが、北海道としては、今後どのように対応して

いくお考えかでしょうか。 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

 市町村における居住支援協議会についてでありますが、 

道では、市町村や不動産、福祉関係団等で構成する「北海

道居住支援協議会」において、情報共有や意見交換を行う

とともに、市町村を対象とした説明会を開催するなど、 

設立支援に取り組んできたところでございます。 

 道といたしましては、引き続き、こうした取組を進める

とともに、 

法改正より、市町村による居住支援協議会の設置が努力義

務化されたことを踏まえまして、設立の意向のある市町村

に対して個別に助言を行うなど、居住支援の取組が全道各

地に広がるよう、働きかけを行い、地域における居住支援

体制の充実に取り組んでまいります。 

 

４ 居住支援法人の指定について 

費用の問題もあるかと思いますが、困っている方が相談

先が増えるということは、良いことだと思うので、そうい

う意味で期待するのですが、居住支援法人というのは北海

道により指定されます。どのような基準で指定を行ってい

るのか。 

また、居住支援法人は、国や都道府県等から補助金を受

けることが出来ますが、適切に利用されているかなどの監

査監督はどのように行っているのかお答えください。 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

 居住支援法人への指導監督等についてでありますが、 

道では、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する 

基準を定め、指定にあたって、業務実施計画の適切性や経

理的・技術的基礎、役職員構成の公正性などについて審査

を行っております。 

また、毎年、住宅確保配慮者に対する支援業務に係る 

事業計画書及び収支予算書により事業内容を審査し認可

いたしますとともに、居住支援法人に対する指導監督要領

を定めており、法令違反や支援業務の公正かつ適正な実施

に支障を及ぼす恐れがある場合には、監督命令、指定の取

り消しなどを行うこととしているところでございます。 

 

５ 改正住宅セーフティネット法について 

 適切な指導をお願いしたいと思います。改正セーフティ

ネット法施行後は、住宅確保要配慮者の一形態である高齢

者の終身建物賃貸借権利の利用により賃貸契約は相続さ

れないことや、死後の残置物処理を居住支援法人に委託可

能となります。また、居住中の見守り安否確認などサポー

ト業務が追加できることになりました。貸主の不安が軽減

され、必要な住民が利用可能とすること、また、セーフテ

ィネット住宅の登録が進むように周知を期待するがいか

がでしょうか。 

 

 

建築指導課長 渡邉 純一 

 住宅セーフティネット制度の周知についてであります

が、道では、高齢者や子育て世帯など住宅の確保に配慮が

必要な方々の居住の安定を図るため、セーフティネット住

宅の登録促進に取り組んできておりまして、本道における

居住支援の取組について広く道民に周知し、制度の利用促

進につなげるため、札幌駅前通地下歩行空間で周知イベン

トの開催や居住支援法人と連携したセミナーの開催など

に取り組んできたところでございます。 

  道といたしましては、改正法の趣旨を踏まえ、制度の利

用が進みますよう、引き続き、住宅セーフティネット制度

の周知に取り組んでまいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

６ 高齢低所得者の居住支援における北海道の責任につ

いて 

国交省のホームページからセーフティネット住宅を調

べたところ、小樽市では７棟 19 戸ありました。ちょっと

少ないなと思ったのですが、高齢の低所得者が入居できそ

うな家賃のところは、ロフト付きの１ＤＫとか９畳一部屋

に風呂トイレ台所がついただけなど、長期入居するにはあ

まりにも貧弱な、語弊がありますけれど、住環境と言わざ

るを得ないのですね。家賃低廉化や家賃債務保証料の低廉

化に係る補助がありますので、この活用を大いに求めたい

と思いますが、良好な住環境を提供するためには、道営住

宅を含む公営住宅を増やす、あるいは戸数は維持するなど

の検討を求めますけど、お考えをお聞かせ願います。 

 

 

 

 

６－再質 

 道営住宅の果たす役割というのは、やはり大きいと思う

んです。今回社人研の調査では、特に単身高齢世帯の割合

が今後増加すると。加えてですね、単身の高齢世帯では経

済的に困窮している割合が、高いということも報道されて

おりまして、今後の道営住宅のあり方については、再検討

をし、充分な戸数を確保するべきだと切に願うんですけど

もいかがですか。  

 

 

 

 

知事に直接、住宅政策についてお聞きしたいので、お取

り計らいをお願いして質問を終わります。 

 

 

 

建築企画監 大野 雄一 

 低所得者に対する居住支援についてでありますが、 家

賃低廉化支援及び家賃債務保証料低廉化支援は、セーフテ

ィネット住宅に入居する低額所得者に対しまして、賃貸住

宅オーナーが家賃を低廉化する場合や家賃債務保証会社

が家賃債務保証料を低廉化する場合に地方公共団体と国

が協力して補助を行うものであり、道内では、現在５市町

が補助制度を有しております。 

道では、多くの市町村にこの制度を活用いただけるよ

う、地方公共団体等で組織する「北海道居住支援協議会」

におきまして、情報提供に努めてまいります。 

 また、公営住宅にあっては、北海道住生活基本計画にお

きまして、居住の安定確保を図るべき世帯の把握や住宅ス

トックの状況等を勘案し、道内の公営住宅の供給目標量を

設定しており、その達成に向けて、市町村と連携を図りな

がら、的確に供給するよう努めてまいります。 

 

建築企画監 大野 雄一 

道営住宅の供給についてでありますが、住生活基本計画で

は、計画期間内におきまして、公的な支援により居住の安

定の確保を図るべき世帯である要支援世帯数を推計した

上で公営住宅の供給目標量を設定しおります。 

道では、５年ごとに計画の見直しを行っており、次回、令

和８年度の見直しにおきましても、少子高齢化などの社会

情勢の変化等を踏まえ、的確に供給目標量を設定するとと

もに、その達成に向け、市町村と連携を図りながら道営住

宅の供給を進めてまいります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


